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第１号議案 

 

 

 平成27年３月10日付26春都政第506号 

 春日井市長付議 

 尾張都市計画用途地域の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       平成27年３月25日提出 

                       春日井市市長 伊藤 太 
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総総総総 括括括括 図図図図

勝川駅南口地区勝川駅南口地区勝川駅南口地区勝川駅南口地区

ＪＲ神領駅

春日井ＩＣ

ＪＲ勝川駅

ＪＲ春日井駅

ＪＲ高蔵寺駅
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ＪＲ勝川駅ＪＲ勝川駅ＪＲ勝川駅ＪＲ勝川駅

勝川駅南口勝川駅南口勝川駅南口勝川駅南口地区（地区（地区（地区（0.9 ha））））

位位位位 置置置置 図図図図
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松新公園
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○春日井市都市計画マスタープラン（平成22年３月策定） 抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○春日井市都市交流拠点将来ビジョン（平成19年３月策定） 抜粋 

 

 

 

 

 

P62,64 

P17 

勝川駅南口地区の上位計画での位置づけ 

勝川駅南口地区



新旧用途地域対照図　　勝川駅南口地区 縮尺　Ｓ＝１／２，５００
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尾張都市計画用途地域の変更（春日井市決定） 
 

 

 都市計画用途地域を次のように変更する｡ 

種  類 面  積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の 

建ぺい率 

外 壁 の 
後退距離 
の 限 度 

建築物の 
敷地面積の 
最低限度 

建築物の 
高 さ の 
限  度 

その他 
及び 
備 考 

１ 第一種低層 

住居専用地域 

約    5.70ha  5/10以下  3/10以下 ― ― 10m (  1.6%) 

約  346.00ha 10/10以下  5/10以下 ― ― 10m ( 96.9%) 

約    5.40ha 15/10以下  6/10以下 ― ― 10m (  1.5%) 

小 計 約  357.10ha        7.6% 

２ 第二種低層 

住居専用地域 

約    2.60ha 10/10以下  5/10以下 ― ― 10m   0.1% 

３ 第一種中高層 

住居専用地域 

約1,178.50ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―  25.0% 

４ 第二種中高層 

住居専用地域 

約   34.00ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―   0.7% 

５ 第一種住居地域 約1,733.82ha 

(約1,734.49ha) 

20/10以下  6/10以下 ― ― ―  36.8% 

６ 第二種住居地域 約   74.01ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―   1.6% 

７ 準住居地域 約   58.94ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―   1.3% 

８ 近隣商業地域 約  236.75ha 

(約  237.00ha) 

20/10以下  8/10以下 ― ― ― ( 93.7%) 

 約   15.92ha 

(約   15.00ha) 

30/10以下  8/10以下 ― ― ― (  6.3%) 

小 計 約  252.67ha 

(約  252.00ha) 

       5.3% 

９ 商業地域 約  114.00ha 40/10以下 ― ― ― ― ( 87.0%) 

約   17.00ha 50/10以下 ― ― ― ― ( 13.0%) 

小 計 約  131.00ha        2.8% 

1

0 

準工業地域 約  543.00ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―  11.5% 

1

1 

工業地域 約  118.00ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―   2.5% 

1

2 

工業専用地域 約  225.00ha 20/10以下  6/10以下 ― ― ―   4.8% 

 合 計 約4,708.64ha      100.0% 

｢種類、位置及び区域は計画図表示のとおり｣ 

｢面積欄の青字は変更後、(赤字)は変更前｣ 

 

理  由 

 勝川駅南口周辺土地区画整理事業の終了に伴い、当該地区における将来の土地利用計画、土地利用の現況、都市

施設の整備状況等を総合的に勘案し、適切な用途地域に変更するものである。 
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第２号議案 

 

 

 平成27年３月10日付26春都政第507号 

 春日井市長付議 

 尾張都市計画公園の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       平成27年３月25日提出 

                       春日井市市長 伊藤 太 
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尾張都市計画公園の変更（春日井市決定） 

 

 

都市計画公園に２・２・403 号しょうな公園を次のように追加する。 

種 別 
名   称 

位 置 面 積 備 考 
番 号 公園名 

街区公園 2･2･403 しょうな公園 春日井市庄名町 約 0.35ｈａ  

 

「区域は計画図表示のとおり」 

K8042
タイプライターテキスト
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総総総総 括括括括 図図図図

ＪＲ神領駅

春日井ＩＣ

ＪＲ勝川駅

ＪＲ春日井駅

ＪＲ高蔵寺駅
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2号議案
都市計画公園の変更
しょうな公園 約0.35ha

春日井庄名土地区画整理事業 面積 11.3ha



K8042
タイプライターテキスト
2-5



K8042
タイプライターテキスト
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